
放射線審議会の答申等について 

 
令和２年２月１２日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．放射線審議会の諮問及び答申について 

（１）放射線審議会の諮問及び答申の結果について 

「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について」（意見具申）を踏まえた

以下の法律に係る技術的基準の改正について、放射線障害防止の技術的基準に

関する法律第６条に基づき放射線審議会に別添１のとおり諮問がなされた。 

・国家公務員法（人事院） 

・医療法（厚生労働省） 

・臨床検査技師等に関する法律（厚生労働省） 

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

（厚生労働省） 

・労働安全衛生法（厚生労働省） 

・獣医療法（農林水産省） 

・船員法（国土交通省） 

・放射性同位元素等の規制に関する法律（原子力規制委員会） 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子力規制委員会） 

この諮問に対して、放射線審議会第147回総会（令和元年12月23日）及び放

射線審議会第148回総会（令和2年1月24日）において審議が行われ、別添２の

とおり答申が決定されたので報告する。 

 

（２）今後の諮問の予定について 

 本件に関し、鉱山保安法（経済産業省）に係る技術的基準の改正について

も、今年度中に放射線審議会に諮問がなされる予定。 

 

２．放射線審議会の諮問・答申等の原子力規制委員会への報告について 

 これまでは、放射線審議会に係る諮問・答申及び意見具申について、情報共

有の観点から、その都度原子力規制委員会に報告していた。 

今後は、諮問・答申及び意見具申をとりまとめ、審議状況全般と合わせて、

年に一回程度報告することとしたい。（原子力規制委員会の所掌する法令に関

わるものについては、別途必要な報告を行う。） 
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電離放射線障害防止規則及び関係告示の改正案要綱 

 

電離放射線障害防止規則（昭和 47 年労働省令第 41 号。以下「電離則」という。）、電離放

射線障害防止規則第３条第３項並びに第８条第５項及び第９条第２項の規定に基づく厚生

労働大臣が定める限度及び方法を定める件（昭和 63 年労働省告示第 93 号。以下「告示」と

いう。）について、以下の改正を行う。 

  

１．眼の水晶体に受ける等価線量の限度 

（１）放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の被ばく限度は、以下のとおりとす

る。【電離則】 

ア 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについ

ては５年間につき 100 ミリシーベルト及び１年間につき 50 ミリシーベルトを超え

ないようにしなければならない。 

 イ 事業者は、放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じて

もなおその眼の水晶体に受ける等価線量が５年間につき 100 ミリシーベルトを超

えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要と

し、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないもの（以下「経過措置対

象医師」という。）について、アの適用については、令和３年４月１日から令和５年

３月 31 日までの間、その眼の水晶体に受ける等価線量が、１年間につき 50 ミリシ

ーベルトを超えないようにしなければならない。 

 ウ 事業者は、令和５年４月１日から令和８年３月 31 日までの間、経過措置対象医師

について、アの適用は、その眼の水晶体に受ける等価線量が、３年間につき 60 ミ

リシーベルト及び１年間につき 50 ミリシーベルトを超えないようにしなければな

らない。 

 

２．線量の測定及び算定 

（１）線量の測定及び線量の測定結果の確認、記録等は、以下のとおりとする。【電離則】 

ア 放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労

働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量の測定は、１センチメート

ル線量当量、３ミリメートル線量当量及び 70 マイクロメートル線量当量のうち、

実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値

に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものにつ

いて行うものとする。 

イ 事業者は、放射線業務従事者の眼の水晶体に受けた等価線量にあっては、３月ごと、

１年ごと及び５年ごとの合計を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定

し、これを記録し、これを 30 年間保存しなければならない。 
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（２）眼の水晶体に受ける等価線量の算定方法は、以下のとおりとする。【告示】 

 眼の水晶体に受ける等価線量の算定は、放射線の種類及びエネルギーの種類に応じて、

１センチメートル線量当量、３ミリメートル線量当量又は 70 マイクロメートル線量当

量のうちいずれか適切なものによって行う。 

 

【参考：意見具申との対応関係】 

本改正概要の項目 「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方 

について（意見具申）」の項目 

１（１）ア～ウ 5.1 関係 

２（１）ア～イ 

２（２） 

5.2①関係 
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放射性同位元素等の規制に関する法令の改正要綱 

 

放射性同位元素等の規制に関する法令においては、放射性同位元素等の規制

に関する法律施行規則（以下「規則」という。）及び平成十二年科学技術庁告示

第五号（放射線を放出する同位元素の数量等を定める件）（以下「告示」という。）

について、以下の改正を行う。 

 

１．眼の水晶体の等価線量限度の取り入れ 

(1)放射線業務従事者の眼の水晶体の線量限度と適切な施行時期を以下のと 

おり設定すること。【告示の改正】 

  ①平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年ごとに区分した各期間（施行日の令和 3 年 4

月 1日以後）につき 100 ミリシーベルト 

  ②4 月 1 日を始期とする 1年間につき 50 ミリシーベルト 

(2)眼の水晶体の線量の 5 年間の合計線量の記録を追加すること。【告示の改

正】 

 

２．眼の水晶体の等価線量を算定するための線量当量 

(1)眼の水晶体の等価線量を算定するため、3 ミリメートル線量当量の測定に

ついて、以下の規定を追加すること。 

 ①眼の水晶体測定については、眼の近傍その他適切な部位について 3 ミリ

メートル線量当量を測定することによって行うことができる。【規則の改

正】 

 ②①の測定結果を１．(2)に定める期間について集計して記録及び保存する

こと。【規則の改正】 

 ③眼の水晶体の等価線量の算定について 3 ミリメートル線量当量を選択肢

とすること。【告示の改正】 

 

【参考：意見具申との対応関係】 

本改正要綱の項

目 

「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について

（意見具申）」の項目 

１．(1)①～② 

１．(2) 

5.1 関係 

２．(1)①～③ 5.2(2) 関係 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法令の改正要綱 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法令においては、「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等

を定める告示」及び「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保

安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」について、以

下の改正を行う。 

 

１. 眼の水晶体の等価線量限度の取り入れ 

（1）放射線業務従事者の眼の水晶体の線量限度と適切な施行時期を以下のと

おり設定すること。 

①令和 3年 4月 1日及びその 5年後ごとの 4月 1日を始期とするする 5年

間につき 100 ミリシーベルト 

②4月 1日を始期とする 1年間につき 50 ミリシーベルト 

（2）眼の水晶体の線量の 5年間の合計線量の記録を追加すること。 

 

２. 眼の水晶体の等価線量の算定 

 眼の水晶体の等価線量の算定について 3ミリメートル線量当量の選択肢を追

加すること。 

 

 

【参考：意見具申との対応関係】 

本改正要綱の項目 「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について

（意見具申）」の項目 

１．(1) ①、② 

１．(2) 

5.1 関係 

２ 5.2(2) 関係 
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